
優良図書等の推奨の事務取扱要領 新旧対照表（令和７年４月１日施行）

改正後 改正前

第１ 略 第１ 略

第２ 略 第２ 略

（推奨の対象） （推奨の対象）
第３ 推奨の対象となるものは、書籍、映画、演劇等とする。 第３ 推奨の対象となるものは、書籍、映画、演劇等とする。

ただし、映画及び演劇等の推薦者は、試写会、演劇会、光ディスク等の映像提供等審査に伴 ただし、映画及び演劇等の推薦者は、試写会、演劇会、光ディスク等の映像提供等審査に伴
う機会、対象、場所等を推薦者の負担で提供できるものであることとする。 う機会、対象、場所等を推薦者の負担で提供できるものであることとする。

２ 推奨の対象から除くものは、次のとおりとする。
（１） 実用書及び図鑑、辞書、辞典に属する参考書並びに入門書等、学習のために供されるも

の
（２） 特定の政党、宗教、企業等を支持し、宣伝することを目的としたもの
（３） 特定の人物又は企業の利益のための宣伝を意図したもの

第４～９ 略 第４～９ 略

様式第１号 様式第１号

推 奨 図 書 等 の 推 薦 申 出 書 推 奨 図 書 等 の 推 薦 申 出 書

年 月 日 年 月 日

秋 田 県 知 事 秋 田 県 知 事

推薦者 住 所 推薦者
氏 名 住 所
電話番号

氏 名
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例第５条の２の規定により、優良図書 （電話番号）

等の推奨の推薦を申し出します。
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例第５条の２の規定により、優良図書

等の推奨の推薦を申し出します。

種 類 書籍・映画・演劇・その他（ ）

種 類 書籍・映画・演劇・その他（ ）

書名及び題名、興行名等

書名及び題名、興行名等

発行者、制作者、興行主、活
動団体等の氏名又は名称

発行者、制作者、興行主、活
動団体等の氏名又は名称
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推 薦 理 由

推 薦 理 由

そ の 他

そ の 他

※留意事項

実用書及び図鑑、辞書、辞典に属する参考書並びに入門書等、学習のために供されるものは、推奨の

対象から除く。


